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1 策定の背景

近 年 、少 ⼦ ⾼ 齢 化 や核 家 族 化 の進 ⾏ 、地 域 のつながりの希 薄 化 などにより、

我が国の⼦どもや⼦育 て家 庭を取り巻く社会 環境 は⼤ きく変化 してきました。

柏 市 においても同 様 の状 況 にあり、⼦ どもの成 ⻑ のために適 切 な環 境 を確 保

したり、⼦ 育 ての孤 ⽴ 化 を防いだりなどするためには、地 域 全体 で⼦ どもの育 ち

や⼦ 育 てに関 わることが⼀ 層 求 められています。また、「柏 市 待 機 児 童 解 消 ア

クションプラン  」に基 づく取 り組 みにより、着 実 に待 機 児 童 数 は減 少 してい

ますが、保育 需要 は今 後も増⼤ していくことが想 定されます。

このような中 、国では、平 成２４年 ８⽉に「⼦ ども・⼦ 育 て⽀援 法 」をはじめ

とする⼦ ども・⼦ 育 て関 連 ３法   が成 ⽴ し、⼦ ども・⼦ 育 て⽀ 援   を推 進 す

る新 たな仕組 みが整いました。

柏 市 においては、新 たな仕 組みがスタートするこの機 会 に、柏市 の未 来 を担 う

⼦ どもたちが健 やかに成 ⻑ でき、また、安 ⼼ して⼦ 育 てができる環 境 づくりにつ

いて、基 本 的 な考 え⽅ や取 り組 みの⽅ 向 性 を改 めて整 理 し直 し、柏 市 における

⼦ ども・⼦ 育 て⽀ 援 に関 わる全 ての⼈ 々が共 有 できるよう、本 計 画 を策 定 しま

す。

２ 策定の目的

⼦ ども・⼦ 育 て⽀ 援 は、全 ての⼦ どもの健 やかな成 ⻑ のために、⼦ ども及 び

⼦ どもの保 護 者 に対 して⾏ う⽀ 援 のことであり、柏 市 で⽣ 活 する全 ての⼈ たち

の理 解 と協 ⼒ があることによって、よりよいものになります。柏 市 の未 来 を担 う

⼦ どもたちを育 てるという営 みを、社 会 全 体 で協 ⼒ し合 って⾏ うために、本 計

画は、⼦ ども・⼦ 育て⽀援 の⽬ 標を、柏 市全 体で共有 することを⽬ 指します。

また、⼦ ども・⼦ 育 て⽀ 援 の取 り組 みは、着 実 に、かつ、効 果 的 に実 施 され

なければなりません。本計 画は、そのための指標 となることを⽬指 します。

なお、本 計 画 に基 づく取 り組 みは、地 域 の実 情 のÉ Ê にË めながら推 進 する

こととし、その取 り組 みが新たな地 域づくりのきっかけとなることを期 待します。

＊1 柏市待機児童解消アクションプラン：平成 25 年 7 月に策定した、待機児童解消に向けた緊急的対策をま

とめた計画。平成 25 ・ 26 年度の２年間の取り組みにより、平成 27 年 4 月 1 日時点での国基準の待機

児童数を０（ゼロ）にすることを目標としている。

＊2 子ども・子育て関連３法：「子ども・子育て支援法」「就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な

提供の推進に関する法律の一部を改正する法律」「子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する

教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等

に関する法律」

＊3 子ども・子育て支援：全ての子どもの健やかな成長のために適切な環境が等しく確保されるよう、国若

しくは地方公共団体又は地域における子育ての支援を行う者が実施する子ども及び子どもの保護者に対

する支援
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３ 計画の位置付け

本 計 画 は、⼦ ども・⼦ 育 て⽀ 援 法 第 Ì1 Í に基 づく、市 Î Ï ⼦ ども・⼦ 育 て

⽀援 ÐÑ 計画 として位 置付 ける計画 です。

また、「柏 市 Ò 合計 画 」のうち、Ó にÔ ÕÖ × ÕØ ⼦ どもÙÔ ÕÖ × Õ のÚ

期 にÛ するまでの⼦ どもÜ及 びその保 護 者 を対 Ý とする取 り組 みに関 するÞ ß

のÞ à 計 画 として位 置 付 けます。そこで、本 計 画 では、「áーク・ラâã・äラ

ンス  の推 進 」「å æ 児 ⽀ 援 」「çとりè 家 庭 ⽀ 援 」「児 童 é 待 防 ê 」のよ

うにë にÞ à 計 画 や⽅ ì が策 定 í みであるß î についても、本 計 画 の施 策 体 ï

の中 に取 りð み、その関 ñ 性 をò 確 化 します。それにより、Ó にÔ Õ Ö × Õ Ø

⼦ ども及 びその保 護 者 を対 Ý とする取 り組 み全 体 を、共 ó する理 ô のもとで体

ï的 かつ計画 的に推進 することを⽬ 指します。

なお、「õ ö 後 児 童 ÙÓ にÔ Õ ⽣ Üの÷ ø ù の確 保 」Ùúû2 üーýþ施 策

3-ÿ1ĀのāĂ ă Üについては、「柏 市 õ ö 後 ⼦ どもÒ 合 プラン」においてもÓ 要

な取 り組 みとして位 置 付 けられており、本 計 画 とĄ ą プランはĆ ć な関 ñ にあ

ります。そのĈ で、ĉ く× Õ後 の⼦ どもを対 Ý とする取 り組 みについては、本 計

画 とĄ ą プランをĊ まえて、その⽅ 向 性 のċ Č を今 後 改 めて進 めていくč 要 が

あります。

本 計 画 の策 定 にĄ たっては、「柏 市 地 域 健 Ď ď Đ 計 画 」「柏 市 đ 育 Ē ē 計

画 」「柏 市 ⽣ Ĕ Õ ĕ 推 進 計 画 」「ĖーėラâĘーションかしわプラン」「柏 市

ę Ě 共 同 Ă 画 推 進 計 画 」そのě ⼦ どものď Đ Ĝ はđ 育 に関 するÐ ĝ を定 める

ものとの整合 をĞ ります。

４ 計画期間

本 計 画 は、平 成 ２ğ年 Ġ から平 成 ３1 年 Ġ のġ年 間 を⼀ 期 とした計 画 期 間 と

します。

なお、社 会・Ģí 情ģ の変 化や⼦ども及 び⼦ 育て家庭 を取 り巻 く状 況の変化 、

保 育 需 要 の変 化 などに合 わせ、計 画 期 間 Ĥ であっても、č 要 にĥ じて計 画 Ĥ Ħ

のħ 直しを⾏ います。

＊4 ワーク・ライフ・バランス：仕事と生活の調和のこと。仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）憲章

（平成 19 年 12 月 18 日官民トップ会議策定）では、仕事と生活の調和が実現した社会は、「国民一人ひ

とりがやりがいや充実感を感じながら働き、仕事上の責任を果たすとともに、家庭や地域生活などにお

いても、子育て期、中高年期といった人生の各段階に応じて多様な生き方が選択・実現できる社会」と

されている。
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